
（別紙） 

仕様書 

１ 委託業務の目的 

   地域福祉活動を担う者又は社会福祉等に係る個別支援若しくは相談支援を担う者が

コミュニティソーシャルワークの知識・技術を習得することや更なる知識・技術の向上

を支援することにより、地域社会づくりの促進を図ることを目的とする。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）研修の企画立案に関すること。 

（２）研修開催の周知に関すること。 

（３）研修申込、受付及び受講者の決定に関すること。 

（４）研修の実施に関すること。 

（５）修了者の決定及び修了者情報の報告に関すること。 

 

３ 研修の規格 

種類 定員 対象 内容 

基礎研修 

１５０名以上 
(複数開催の場合 
は各回の合計) 
※５回を目途に開
催する（うち２回
については計４０
名以上の実地開催
を予定） 

地域福祉活動を担う者
（予定者を含む） 

地域における福祉課題について把
握し、コミュニティソーシャルワ
ーカーとしての基礎的な知識・技
術・役割を理解、修得すること
で、活動の質の向上を図る。 

専門研修 
４０名以上 
(複数開催の場合 
は各回の合計) 

社会福祉等に係る個別支
援又は相談支援を担う者 
（予定者を含む） 

事例演習等を通じて実践的なコミ
ュニティソーシャルワークの手法
を学び、地域共生社会の実現を目
指し支援の質の向上を図る。 

フォローアップ研修 
２０名以上 
(複数開催の場合 
は各回の合計) 

専門研修の修了者 
コミュニティソーシャルワークの
実践例をもとに、更なる知識・技
術の向上を図る。 

 

４ 支出対象経費  

  人件費（給料、賃金等）、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料等 

 

５ 研修の留意事項 

（１）実施に際しては、新型コロナウィルスの影響を鑑みて実地またはオンラインの活用に

ついて適宜協議する。 

（２）具体的事例を扱う場合は、個人情報、個人の尊厳及びプライバシー等に配慮するとと

もに差別的及び誤解を招く表現等の後日紛議を招く恐れのある内容は厳に避けること。 



（３）受託者の判断で、対象者でない者も聴講（修了の対象外）できること。 

（４）資料代等の実費負担分については、別途徴収が可能であること。 

（５）修了者の名簿を作成すること。 

（６）資料等の成果物を各１部提出すること。 


